
川崎発電所リプレース計画

　 
川崎発電所リプレース計画に係る環境影響評価方法書についての知事意見 

　 
Ⅰ　総括事項 

　 
　　川崎発電所リプレース計画（以下「本件事業」という。）は、首都圏における安定
した鉄道輸送のための電力の確保と共に、今後の鉄道輸送サービスの向上を目的とし
て、東日本旅客鉄道株式会社が川崎市川崎区扇町８番３号の面積約65，000平方メート
ルの区域（以下「実施区域」という。）において現在稼働している４機の発電設備のう
ち、既存の発電設備２機を除却し、新たに天然ガスを燃料とする20万キロワット級の発
電設備３機（合計約60万キロワット）を設置しようとするものである。 
　　実施区域は、京浜臨海地域の埋立地に位置しており、南西側を田辺運河に接し、三
方を工場、倉庫で囲まれている。また、取水口を設置する区域は京浜運河に接してい
る。 
　　実施区域周辺は、かつて深刻な大気汚染の被害を受けた地域であり、これまで窒素
酸化物等の総量を削減するため固定発生源対策やディーゼル車排出ガス規制等の取組を
進めてきているが、未だ大気環境基準や川崎市及び横浜市の大気環境に係る目標が十分
に達成されていない。こうした状況において、実施区域の近傍では、今後、大量の大気
汚染物質の排出が見込まれる発電所の新設が計画されている。 
　　また、実施区域周辺の海域では、ほとんどの調査地点で全窒素、全燐は水質環境基
準に適合していない。赤潮発生件数についても横ばいで推移し、状況は改善されていな
い。 
　本件事業は、このような地域において発電所の出力を増強するものであり、周辺環境
に大きな影響を及ぼすおそれがあるため、事業の実施に当たっては最大限の環境保全対
策を講じ、影響をできるだけ軽減するよう努める必要がある。 
　　また、京都議定書の目標達成に向け、二酸化炭素の排出量削減のための取組が進め
られている中、特に排出量の多い事業者については積極的な対応を期待するところであ
る。 
　　したがって、事業者は、環境影響評価準備書の作成に当たっては、次の点を踏ま
え、適切な対応を図る必要がある。 
　 
　 

○　実施区域内には発電設備、燃料タンク、事務所等の既存施設が複数存在し、一部
は将来も存続するため、これらの既存施設も含めた予測及び評価を実施すること。 
　 
　○　実施区域周辺の大気環境の更なる改善のため、最新の技術を採用するなど、可
能な限り窒素酸化物等の排出抑制に努めること。 
　 
○　発電出力の合計を65.4万キロワットから約98.5万キロワットに増強することか
ら、施設の稼働に伴う二酸化炭素の排出量の増加が予想されるため、地球温暖化防止
の観点から事業者として取りうる対策を十分に検討すること。 

　 
　 
Ⅱ　個別事項 
　 

１　調査、予測及び評価の手法について 
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　 (1)　大気質 
ア　供用時の大気への影響は燃料転換等により軽減される面もあるが、そもそ
も実施区域周辺の大気環境が十分に改善されていないことを認識する必要があ
る。このような認識のもと、工事実施時及び供用時における影響については、
排出諸元や環境濃度を適切に設定して予測を行うこと。なお、設定した排出諸
元等を詳細に示すこと。 
　 
イ　工事の実施による大気質への影響については、機器輸送用の船舶を含む、
工事に係る船舶による影響を考慮して、予測及び評価を行うこと。 
　 
ウ　施設の稼働による窒素酸化物の影響については、複数の施設を毎日起動、
停止することとしているため、運転計画に従いいくつかの状況を想定した上
で、予測及び評価を行うこと。なお、施設を稼働しながら順次 
　建替えを行うことから、既存設備も含めた建物の配置による予測結果へ 
　 
　 
　の影響について検討すること。 

　 
　(2)　水質 

　　　　一般排水については、方法書で「将来の水質は現状の実績を維持する計
画」としているが、閉鎖性水域である東京湾への排出負荷を可能な限り低減するこ
とが求められることから、一般排水の汚濁負荷量を把握し、定量的な予測及び評価
を行うこと。 

　 
　 (3)　景観 

　　　ア　実施区域は、首都高速湾岸線や運河に近接することから、こうした
移動空間からの景観に配慮した予測及び評価を行うこと。 
　 
　　　イ　眺望点を５箇所選定しているが、近距離のものが１箇所しかないこ
とから、近距離、中遠距離のそれぞれの眺望点の数的バランスを考慮して近距
離からの眺望点を追加すること。 

　 
　 (4)　廃棄物等 

　　　　解体工事に伴い発生する廃棄物を可能な限り資源化する努力が求められて
いる。こうした要請に応えるため、適用可能な資源化技術の調査を行い、可能な限
り高い数値目標を設定すること。 

　 
２　廃棄物処理計画について 

　　　アスベストを含む大規模な建物の解体工事を行うことから、アスベストの十分
な飛散対策及び除去アスベストの適正な処理処分を行うこと。 

　 
３　その他 

　　　本件事業は施設の増改築により発電出力を増強するものであり、その必要性は
丁寧に説明すること。また、「リプレース計画」としている事業名称は、増強を伴わ
ないとの誤解を住民に与えるので、的確なものとすること。
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